
管轄年金事務所
名称

管轄年金事務所
所在地

〒
年金

事務所
　電話　　　　　　　（　　　　　　）

※同意対象者の４分の３以上で組織する労働組合の同意又は同意対象者の４分の３以上を代表する者の同意を得た場合は記入不要です。

健康保険組合管掌事業所である場合は以下の事項に記載してください。

健康保険組合
名称

健康保険組合
所在地

健康保険

　　□１．同意対象者の４分の３以上で組織する労働組合の同意
　　□２．同意対象者の４分の３以上を代表する者の同意
　　□３．同意対象者の４分の３以上の同意

不
該
当 　特定適用事業所不該当の届出にあたっての同意にチェックを入れてください。

〒

　電話　　　　　　　（　　　　　　）
組合

同一法人番号のすべての事業所の代表事業所として提出します。

※⑤
番号
区分

  1　 ．法人事業所

  ２  ．個人事業所

該当年月日時点において厚生年金保険の被保険者※の総数
（短時間労働者を除く）が常時５００人を超えることが見込まれる。

⑥

１　．　該当　　２　．　不該当

法人番号

⑦

該当／不該当
の別

該
当

　□　（見込まれる場合、✔を入れてください。）

名

令和　　　年　　　月　　　日不該当年月日

※⑨

令和　　　年　　　月　　　日該当年月日

1

3

　同　意　者　数※

入
力
項
目

　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　

※⑧
該当
区分

①事業所
　　整理記号

‐

〒　　　　　　－

　同意対象者数※ 名

事業所
名　称

事業主
氏　名

　※「⑤」「⑧」「⑨不該当年月日」は記入不要です。

事業所
所在地

年金事務所受付印

⑨

電話番号

提
出
者

（
代
表
事
業
所

）
記
入
欄

共
通
項
目

※「被保険者」には各共済組合の組合員（第2号～第4号厚生年金被保険者）を含みます。

健康保険組合受付印

係係長課長部・室長事務局長常務理事専務理事

（注）１ 健康保険組合管掌事業所における特定適用事業所不該当届を提出する場合は、健康保険組合又は日本年金機構に提出
　　　　 してください。（この届の写しを届書として健康保険組合・日本年金機構間で回送します）
　　  ２ 特定適用事業所不該当年月日は「特定適用事業所不該当届」の受理日の翌日となります。
　　　３ 記入方法・添付書類等については裏面をご確認ください。

備
考

届書コード 処理区分

1 2 0

特定適用事業所　該当／不該当届

社 会 保 険 労 務 士 記 載 欄

②事業所
　番　　号

健康保険

厚生年金保険

令和　　　年　　　月　　　日提出

届
書



添付書類 

 ・厚生年金保険の被保険者（短時間労働者を除く）の総数が常時５００人以下となり、特定適用事業所不該当届を

提出する場合は、同意対象者の同意を得たことを証する書類（同意書）を添付してください。 

・労働組合から同意を得た場合は、同意書とあわせて、同意対象者の４分の３以上で組織する労働組合であるこ

とを証する書類（証明書）を添付してください。 

・４分の３以上代表者から同意を得た場合は、同意書とあわせて、同意対象者の４分の３以上を代表する者とし

て正当に選出された者であることを証する書類（証明書）を添付してください。 

この届書は、「特定適用事業所に該当すると見込まれる場合」又は「特定適用事業所に該当しなくなった場合で従業員

の同意を得た場合」に提出していただくものです。  

 ・「特定適用事業所」とは、事業主が同一である１又は２以上の適用事業所であって、これに使用される通常の労働

者及びこれに準ずる者の総数が常時５００人を超えるものの各適用事業所をいいます。 

 ・「事業主が同一である１又は２以上の適用事業所」とは、 

・ 法人事業所に属する事業所の場合、法人番号が同じ適用事業所を指します。 

・ 個人事業所の場合、現在の適用事業所を指します。 

 ・「通常の労働者及びこれに準ずる者の総数」とは、「厚生年金保険の被保険者（短時間労働者を除く）の総数」を

いいます。なお、各共済組合の組合員（第２号～第４号厚生年金被保険者）も被保険者に含めます。 

 ・「短時間労働者」とは、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の４分の３未満で次の４要件を全て満たす方を指します。 

    ① 週の所定労働時間が２０時間以上あること ② 雇用期間が 1年以上見込まれること  

    ③ 賃金の月額が８．８万円以上であること ④ 学生でないこと 

 ・「常時５００人を超えるもの」とは、「１年のうち６月以上５００人を超えることが見込まれる場合」をいいます。 

 ・既に該当となった特定適用事業所の被保険者（短時間労働者を除く）の総数が常時５００人以下となった場合で

も、引き続き特定適用事業所としてみなすこととなります。ただし、特定適用事業所の同意対象者の下記の同意

を得て、「特定適用事業所不該当届」を提出することにより、特定適用事業所に該当しなくなったものとして取り

扱われます。 

ⅰ．同意対象者※の４分の３以上で組織する労働組合の同意 

ⅰ．に該当する労働組合がないときはⅱ、ⅲのいずれかの同意 

ⅱ．同意対象者の４分の３以上を代表する者の同意 

ⅲ．同意対象者の４分の３以上の同意 

※「同意対象者」とは、事業主が同一である１又は２以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者（短

時間労働者および各共済組合の組合員（第２号～第４号厚生年金被保険者）を含む）および７０歳以上被用者

を指します。 

記入方法 

提出者（代表事業所）記入欄 

・特定適用事業所該当/不該当届の提出者は、法人事業所の場合、本店又は主たる事業所の事業主となります。 

・事業所整理記号及び事業所番号は下図を参照し、新規適用時又は名称･所在地変更時に付された番号を記入してくだ

さい。 

  

・事業主の押印は、署名（自筆）の場合は必要ありません。 

⑥法人番号：法人事業所の場合、「法人番号」を記入してください。個人事業所の場合は記入不要です。 

⑦該当/不該当の別：特定適用事業所該当届を提出する場合は「１．該当」、特定適用事業所不該当届を提出する場合

は「２．不該当」を○で囲んでください。 

⑨該当年月日：該当年月日は、事実発生年月日を記入してください（短時間労働者の資格取得日は特定適用事業所該

当日になります）。 

②事業所

　番　　号
12345ｲ1 ｹ‐0

①事業所

　　整理記号
ﾄ


